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資料１ 府中町環境の保全及び創造に関する基本条例 

わたしたちのまち府中町は、北東部に緑豊かな山々が広がり、水分峡から流れ出る水に恵まれ、四
季折々にいろいろな顔を見せています。この身近な自然の恵みを受け、わたしたちは心豊かに、まち
は発展してきました。 

しかし、近年の物質的な充足を求める大量生産・大量消費・大量廃棄を基調とした急激な経済社会
情勢の変化、都市化の進展、生活様式の変化は、自然環境を損ない、生活環境を悪化させ、地球環境
にまで大きな影響を及ぼしています。 

わたしたちには、健康で文化的な生活を営むために、健全で恵み豊かな環境を享受する権利があり、
また、この環境を将来の世代へ引き継ぐ責任があります。 

このため、わたしたちは、人類の生存基盤を支える環境が限りあるものであることを認識し、経済
社会活動や自らの生活様式を見直すことにより生産、流通、消費、廃棄等の全段階を通じて資源やエ
ネルギーの面でより一層の循環・効率化を進めるとともに、自然と調和した都市を形成するなど自然
と人間との共生の確保に向け、たゆまぬ努力を重ねなければなりません。 

ここに、わたしたちすべての人々の参加により、循環・共生のまち府中町を実現するため、この条
例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全と創造について、基本理念を定め、府中町（以下「町」という。）、
事業者及び町⺠の責務を明らかにするとともに、環境の保全と創造に関する施策の基本となる事項
を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町⺠が健康で
文化的な生活を営むことのできる環境の実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(１) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因

となるおそれのあるものをいう。 
(２) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、

野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環
境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町⺠の健康で文化的な生活の確保に寄与する
ものをいう。 

(３) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわ
たる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、
土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及
び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密
接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。）に係る被害が生ずることをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全と創造は、良好な環境が人の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであ
ることにかんがみ、現在及び将来の世代の町⺠が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、
人類の生存基盤である環境が将来にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。 

２ 環境の保全と創造は、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の
発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨として、すべての者の
公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。 



- 70 - 

３ 環境の保全と創造は、個性を生かしたまちづくりが促進されるよう、伝統文化及び歴史的遺産を
保全し、その活用に努めるとともに、文化環境が良好に育成されるように努めなければならない。 

４ 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに町⺠の健康で文化的な生活を将来にわたって
確保する上での課題であることにかんがみ、すべての事業活動及び日常生活において着実に推進さ
れなければならない。 

（町の責務） 

第４条 町は、その自然的社会的条件に応じた環境の保全と創造に関する総合的かつ計画的な施策を
策定し、及び実施する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に伴って発生する公害を防止し、
又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。 

２ 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製
品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷を低減するために必要な措置を
講じなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、それに伴う環境への負荷の低減そ
の他環境の保全に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全と創造に関する施策に協力する責
務を有する。 

（町民の責務） 

第６条 町⺠は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努
めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、町⺠は、環境の保全に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全
と創造に関する施策に協力する責務を有する。 
 
（町、事業者及び町民の協働） 

第７条 町、事業者及び町⺠は、共通の目標に向かって相互に補完し、協力し合うという協働の下に、
環境の保全と創造に努めなければならない。 

（年次報告） 

第８条 町⻑は、毎年、環境の状況及び環境の保全と創造に関して講じた施策に関する報告書を作成
し、公表するものとする。 

第２章 環境の保全と創造に関する基本的施策 

（施策の策定及び実施） 

第９条 町は、次に掲げる環境の保全と創造に関する施策を策定し、及び実施するものとする。 
(１) 公害の防止に関すること。 
(２) 自然環境の保全に関すること。 
(３) 人と自然との豊かなふれあいの確保及び良好な景観の形成に関すること。 
(４) 廃棄物の適正処理並びに廃棄物の減量化及びリサイクルに関すること。 
(５) 資源及びエネルギーの有効利用に関すること。 
(６) 地球環境の保全に関すること。 
(７) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全と創造に関すること。 
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（環境基本計画の策定） 

第10条 町⻑は、環境の保全と創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全
と創造に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
(１) 環境の保全と創造に関する総合的かつ⻑期的な施策の大綱及び目標 
(２) 前号に掲げるもののほか、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項 
３ 町⻑は、環境基本計画を定めるに当たっては、府中町環境審議会の意見を聴くとともに、町⺠、

事業者又はこれらの者の組織する団体（以下「町⺠等」という。）の意見を聴くために必要な措置
を講ずるものとする。 

４ 町⻑は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。 
５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第11条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基
本計画との整合を図らなければならない。 

２ 町は、町の環境の保全と創造に関する施策について総合的に調整し、及び推進するために必要な
措置を講ずるものとする。 

（環境に配慮すべき指針の策定等） 

第12条 町は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあら
かじめ環境の保全について適正に配慮するよう、その指針を策定する等必要な措置を講ずるように
努めるものとする。 

２ 事業者は、前項の環境に配慮すべき指針が策定された場合において、その事業活動を当該指針に
適合させるように努めなければならない。 

（規制の措置） 

第13条 町は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置
を講ずるように努めるものとする。 

（公共施設の整備等） 

第14条 町は、環境の保全上の支障の防止に資する公共施設の整備その他の事業を推進するものとす
る。 

（資源の循環的な利用等の推進） 

第15条 町は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び町⺠による資源の循環的な利用、エネル
ギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。 

２ 町は、環境への負荷の低減を図るため、町の施設の建設及び維持管理その他の事業に当たって、
資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めるものとする。 

（環境教育及び学習の推進） 

第16条 町は、環境の保全と創造に関し、事業者及び町⺠が理解を深めるとともに活動の意欲が増進
されるようにするため、環境の保全と創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その
他の必要な措置を講ずるものとする。 

（町民等の自発的な活動への支援） 

第17条 町は、町⺠等が自発的に行う緑化活動、再生資源の回収活動その他の環境の保全と創造に関
する活動が促進されるように、技術的助言その他の支援の措置を講ずるものとする。 
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（情報の提供） 

第18条 町は、第16条の環境の保全と創造に関する教育及び学習の振興並びに前条の町⺠等の自発的
な環境の保全と創造に関する活動を促進するため、必要な情報を適切に提供するように努めるもの
とする。 

（監視、測定、調査等） 

第19条 町は、環境の保全と創造に関する施策を適正に実施するため、環境の状況を把握するととも
に、必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。 

２ 町は、環境の保全と創造に関する施策を適正に実施するため、公害の防止、自然環境の保全、地
球環境の保全その他の環境の保全と創造に関する事項について、情報の収集に努めるとともに、調
査の実施及びその成果の普及に努めるものとする。 

（国、県及び他の地方公共団体等との協力） 

第20条 町は、環境の保全を図るための広域的な取組を必要とする施策について、国、県及び他の地
方公共団体その他関係する団体等と協力してその推進に努めるものとする。 

（地球環境の保全の推進） 

第21条 町は、町、事業者及び町⺠がそれぞれの役割に応じて地球環境の保全に資するよう行動する
ため、普及啓発等必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

第３章 環境審議会 

（環境審議会） 

第22条 町は、環境基本法（平成５年法律第91号）第44条の規定により、府中町環境審議会（以下
「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。 
３ 審議会は、町⻑の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(１) 環境基本計画に関すること。 
(２) その他環境の保全と創造に関する重要な事項に関すること。 

４ 審議会は、前項に定める事項について、町⻑に意見を述べることができる。 
５ 審議会は、委員15名以内をもって組織する。 
６ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 
７ 第２項及び前３項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料２ 府中町環境審議会 
 

➀ 府中町環境審議会委員 
 

（順不同・敬称略） 

  

役 職 氏  名 所 属 備 考 

会 ⻑ 三浦 浩之 
学校法人修道学園 広島修道大学 
国際コミュニティ学部 

 

副会⻑ 増田 照美 府中町脱温暖化市⺠協議会 
 

委 員 馬場田 真一 
一般財団法人 広島県環境保健協会 
地域活動支援センター 地域支援課 

 

委 員 植月 真一郎 
マツダ株式会社 
コーポレート業務本部 総務部 

 

委 員 廣瀬 正典 
イオンモール株式会社 
イオンモール広島府中 

 

委 員 相良 伊知郎 広島県森林組合連合会 
 

委 員 岩本 耕司 府中町公衆衛生推進協議会 
 

委 員 根木 文彦 府中町南部町内会連合会 
 

委 員 小田 賢太郎 府中町北部町内会連合会 
 

委 員 竹中 鉱一郞 府中町商工会 
 

委 員 寺尾 美保 府中町婦人会 
 

委 員 髙山 厚子 府中町女性会 
 

委 員 山本 登一 みくまりの森サポートクラブ 
 

委 員 品川 朋之 
広島県⻄部厚生環境事務所広島支所 
衛生環境課 

令和 5 年 3 月 31 日まで 

委 員 温井 信聡 令和 5 年 4 月 26 日から 
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② 府中町第２次環境基本計画改定に関する諮問書 
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③ 府中町第２次環境基本計画改定に関する答申書 
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資料３ 計画改定の経過 
 

 

日  付 議事内容 

令和 4 年 8 月 5 日 
〜令和 4 年 8 月 26 日 

町民・事業者・町内会アンケート調査 

令和 4 年 11 月 22 日 
府中町環境対策本部会議 

・府中町第 2 次環境基本計画の改定原案（第 1 章〜第 3 章）について 

令和 4 年 11 月 25 日 
令和４年度・第１回 府中町環境審議会 

・府中町第 2 次環境基本計画の改定原案（第 1 章〜第 3 章）について 

令和 5 年 2 月 13 日 
府中町環境対策本部会議 

・府中町第 2 次環境基本計画の改定原案（第４章〜第６章）について 

令和 5 年 3 月 2 日 
令和４年度・第２回 府中町環境審議会 

・府中町第 2 次環境基本計画の改定原案（第４章〜第６章）について 

令和 5 年 3 月 31 日 
令和４年度・第３回 府中町環境審議会（書面審議） 

・府中町第 2 次環境基本計画の改定案について 

令和 5 年 5 月 8 日 
府中町議会 厚生委員会 

・府中町第 2 次環境基本計画の改定案について 

令和５年５月 15 日 
〜令和 5 年 6 月 13 日 

パブリックコメントの実施 

（広報ふちゅう 5 月号および町ホームページにて周知） 

令和 5 年 7 月 7 日 
令和５年度・第１回 府中町環境審議会 

・パブリックコメントの実施結果について 
・府中町第 2 次環境基本計画の改定について（答申） 
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資料４ アンケート調査等の結果 
 

➀ 町民アンケート結果 

●調査概要 

○調査期間  令和４（2022）年８月５日〜８月 26 日 
○対  象  町内に居住する 15 歳以上の町⺠ 3,000 人 
（無作為抽出、無記名回答） 
○調査方法  郵送による配布・回収 
○回 収 率  43.3％（配布数 3,000 票、回収数 1,299 票） 

●調査結果 

■あなたのことについて 

問 あなたの年齢をお聞かせください。（単一回答） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 あなたの現在のお住まいをお聞かせください。 
   （単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 

問 あなたの現在のお住まいの地域をお聞かせ 
 ください。（単一回答） 
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■地球温暖化について 

問 地球温暖化についての関心をお聞かせください。 
 （単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 地球温暖化を防ぐ方法の一つとして、わたしたち一人ひとりが電気などのエネルギーを上手に 
  使うことが必要とされています。普段の生活におけるあなたの取組状況をお聞かせください。  
 （各設問項目で単一回答） 
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問 あなたの現在のお住まいでは、省エネルギーや再生可能エネルギーに関する設備を導入していま 
  すか。（各設問項目で単一回答） 

 

■家庭ごみやリサイクルについて 

問 ごみの処理やリサイクルについての関心をお聞か 
  せください。（単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 府中町ではプラスチックごみのうち白色トレイを 
 分別収集して資源化しています。あなたは、白色 
 トレイ以外のプラスチック類の分別収集について、 
 どう思いますか。（単一回答） 
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問 近年、家庭から出るごみ減量のため、ごみの有料 
 化（指定ごみ袋など）を導入する自治体が増えつつ 
 あります。あなたは、ごみの有料化についてどう思 
 いますか。（単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 

  
問 ごみの約７割を普通ごみが占めており、その 
  約３割が生ごみです。あなたが普段の生活で 
 「生ごみの水きり」、「食品の使いきり・食べきり」 
  などの取り組みによって、生ごみをどのくらい 
  減らせると思いますか。（単一回答） 
 
 
 
 
 
問 また、普通ごみの中には約３割の資源化できる 
 紙類、布類などが含まれています。あなたが普段 
 の生活で、適正にごみを分別することによって、 
 普通ごみをどのくらい減らせると思いますか。 
 （単一回答） 

 

 

 

 

■町内の環境をより良くする活動について 

問 町内の環境情報や町内の環境ボランティア活動 
 についての関心をお聞かせください。（単一回答） 
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問 公園の花壇整備などに取り組む環境ボランティア 

 団体が、町内でたくさん活動されています。あなた 
 のお住まいの地域でそのような環境ボランティア活 
 動が行われている場合、あなたはその活動に参加す 
 ることは可能ですか。（単一回答） 
 
 
 
 
 
 
問 環境ボランティア活動に、たくさんの人々の参加 
 を促すため、府中町として今後どのような取り組み 
 が必要だと思いますか。（単一回答） 
 
 
 
 
 
 
■府中町の環境について 

問 町内の自然や動植物、川の水質や大気などの環境 
 についての関心をお聞かせください。（単一回答）  
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問 あなたが住んでいる地域の環境や町内の環境について、現在の「満足度」と、今後も府中町で 
 暮らしていくうえでの「重要度」をお聞かせください。（各設問項目で単一回答） 
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問 府中町ではまちの環境をより良くするために、毎年、様々なことに取り組んでいます。 
 まちの取り組みについて、あなたはどの程度知っているか教えてください。 
 （各設問項目で単一回答） 

 

 

 
 

問 近年、「SDGs」という言葉をよく見かけます。  
 あなたは「SDGs」という言葉を知っていますか。 
 （単一回答） 
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■その他、ご意見・ご要望 

●榎川が豪雨災害の後、以前の面影もなく魚や鳥たちの姿も消えてしまい寂しく思います。一日も早
く元の姿に戻して頂き⻲や鯰、海の魚の遡上、鴨の親子の泳ぐ姿が見たいものです。 
予算等の関係もあると思いますが、昔の清らかな川へ戻して頂きたいと思います。 

●お祭りやイベントなどの催しをより充実していただけると嬉しいです。コロナ禍というのも有り
中々難しいとは存じますがよろしくお願いします。 

●時代と共に難しくなっていく事も多いと思うが、歴史あるものや祭り等、出来る限りで残してい
き、子供達にも興味を持って楽しんでいってもらいたい。 
ボランティア等にポイントを付与して、参加して頂いた方に何かしらの還元制度（買い物券等、府
中町で使えるもの）を検討してもらいたい。 

●公園に緑を増やして欲しいし、近年公園から遊具が撤去されることがよくあるので寂しいし、子供
が思う存分遊べない。 

●つばき祭りやかっぱ祭りの再開を期待している。そして、子供から大人まで楽しめる祭りの中で、
府中町のまちの環境保全等の紹介、イベント、情報を発信してはどうかと考える。 

●暑い中、町内の公園を毎日シルバー人材センターの方々が清掃をしてくれているので、子供達を安
心して公園で遊ばせられる。いつも有難いと思っているので広報等で紹介してほしい。 

●府中町全体で行われている環境活動の情報や内容を全くといっていいほど知らない。SNS やポスタ
ーを活用して、情報発信に努めるべきである。今回のこのアンケートで初めて知った活動もある。
内容を調べてみようとは思うが、知らない人はアンケート以外で知る機会はほとんどないと思う。 

●環境ボランティア活動に沢山の人の参加を促すには、参加機会や環境学習機会、活動に関する情報
発信が必要で、それには、プロモーションを常に行い意識を高めることが必要です。 
そのほか、山崩れが心配な場所に住んでいます。事前の対策がなく不安です。 

●環境について、府中町は恵まれていると思う。散歩もしやすい。府中町の歴史資料館が新しくな
り、よくなったと思う。今後資料館より情報発信と啓発活動を広く広報紙でアピールしてほしい。 

●これまで広島市（⻄区、東区）や海田町で顕在化していたイノシシの市街地での活動が府中町でも
始まっています。府中町はほかの自治体とは異なり（松が細⻑い為）森林と市街地の境界の延⻑が
短く、その境界部においてイノシシやシカの侵入を食い止めれば現在の様に住宅地をイノシシが散
歩するという府中町の惨状を打開する事が可能です。また、イノシシの掘り返しにより土砂災害を
未然に防止する為にも、イノシシ対策は急がれます。 

  



資 料 編 

- 85 - 

第
１
章 

計
画
の
基
本
的
事
項 

第
２
章 

環
境
の
現
状
と
課
題 

第
３
章 

目
標
像
と
基
本
方
針 

第
４
章 

目
標
像
の
実
現
に
向
け
て 

第
５
章 

計
画
の
推
進 

資
料
編 

参
考
資
料 

② 事業者アンケート結果 

●調査概要 

○調査期間  令和４（2022）年８月５日〜８月 26 日 
○対  象  町内の事業所 350 社 
（無作為抽出、無記名回答） 
○調査方法  郵送による配布・回収 
○回 収 率  38.9％（配布数 350 票、回収数 136 票） 

●調査結果 

問 貴事業所の従業員数をお聞かせください。（単一回答） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 貴事業所の業種についてお聞かせください。（単一回答）  
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問 貴事業所建物の所有形態についてお聞かせ 
  ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 府中町の町政に関する情報を主にどこから得ていますか。（複数回答） 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地球温暖化について 

問 貴事業所内での、省エネルギーなどといった 
 地球温暖化防止につながる取組状況をお聞かせ 
 ください。（単一回答）  
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問 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、国はこれまで以上の地球温暖化対策を推進して 
 おり、町内でも⻑期的な視点から脱炭素に向けた取り組みを始めている事業者がみられます。 
  そうした中、貴事業所における省エネルギーや脱炭素に関する行動の状況や設備の導入状況に 
 ついてお聞かせください。（各設問項目で単一回答） 

 

 

 

■事業系ごみについて 

問 貴事業所において、ごみの減量化やリサイクルに 
 つながる取組状況をお聞かせください。（単一回答） 
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問 事業系普通ごみの約４割を厨芥類（生ごみ）が 
 占めています。貴事業所で賞味期限切れや売れ残り 
 商品などの削減によって、厨芥類（生ごみ）をどの 
 くらい減らせると思いますか。（単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
問 また、事業系普通ごみの約５割が紙類、 
 プラスチック類で、その中には資源化できる 
 ものも多く含まれています。貴事業所で適正 
 にごみを分別することによって、普通ごみを 
 どのくらい減らせると思いますか。 
（単一回答） 
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問 事業活動に伴って発生する事業系ごみは、各事業所が責任をもって適正に処理しなければなら 
 ないと定められています。貴事業所のごみ処理の方法についてお聞かせください。 
 （各項設問項目で単一回答） 

 

■町内の環境を保全する活動について 

問 現在、公園の花壇整備などに取り組む環境 
 ボランティア団体が、町内でたくさん活動 
 されています。そうしたなか、貴事業所に 
 おける環境を保全する活動の実施状況について 
 お聞かせください。（複数回答） 
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問 貴事業所の環境を保全する活動に対するお考えをお聞かせください。（単一回答） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 近年、地元企業が事業 PR や CSR 活動も兼ねて行政と連携して環境学習を行う官⺠連携が取り上
げられることが増えています。そうしたことも踏まえて、貴事業所として、行政と連携した環境
学習の実施に対するお考えをお聞かせください。（単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問 「行政と連携した環境学習に協力できる」と回答した事業所にお聞きします。行政と連携した 
 環境学習としてどういったことに協力できますか。（複数回答）  
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■府中町の環境について 

問 貴事業所周辺の環境や町内の環境について、現在の「満足度」と、今後も府中町で事業活動を 
 行っていくうえでの「重要度」をお聞かせください。（各設問項目で単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 92 - 

問 近年、「SDGs」という言葉をよく見かけます。貴事業所では「SDGs」という言葉を知っていま 
 すか。（単一回答） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■その他、ご意見・ご要望 

●水分峡の防災かつ自然保全の両立 
●道路の周りに植樹・花など増やしてほしい。 
●住宅地の緑地が少ないと感じます。規制等で改善はできないものでしょうか。 
●交通量も多く、府中町はアスファルトの道ばかりでとても暑い。 

便利ではあるが、車の騒音で窓が開けられないのでエアコンを使うようになる。 
●建築申請等ある時は道路幅を広げ、混雑を減らしていけることを考えてほしい。 
●役場ホームページなどで、もっと視覚的にも見やすいページを作成されては？ 

町内の良い所（自然や環境等）を再確認してもらえるようなもの。 
やっぱり住みやすく良い所だという認識が先にないと、それを守ろうという動機付けが出てこない
気がします。 

●環境保全の具体的な活動がよく判らない（情報少ない？） 
微力ながら協力できることはできるように努力したい。 

●府中町内の事業者として、環境保全に向けた取り組みは今後も強化していきたいと考えています。 
●町内の河川の土砂が多すぎて、魚が泳ぐ姿が見られなくなりました。 
●自然に学び自然の仕組みを再認識し、自然と共に暮らす地域づくりを推進し、環境に配慮した行政

運営を進めて下さい。  
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③ 町内会アンケート結果 

●調査概要 

○調査期間  令和４（2022）年８月５日〜８月 26 日 
○対  象  町内会⻑ 
（無作為抽出、無記名回答） 
○調査方法  郵送による配布・回収 
○回 収 率  91.0％（配布数 67 票、回収数 61 票） 

●調査結果 

問 貴町内会で現在取り組まれている環境保全活動の状況と活動の頻度についてお聞かせください。 
 （各設問項目で単一回答） 

 

 
 
 
 
 
 
 
問 現在、貴町内会が管理されている地域 
 （町内会の区域）のごみステーションで 
 問題となっていることについてお聞かせ 
 ください。（複数回答） 
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問 ごみステーションにおける問題に対して、 
 行っている対策があればお聞かせください。 
 （複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■その他、ご意見・ご要望 

●道路脇に崖下への転落防止の金網フェンスが設置してあるところがあり、そのフェンスにツタなど
が絡みついて、見通し、風通しが悪くなって美観も損ねている。住⺠が簡単に入れない箇所であ
り、危険なところであることから、役場の方から定期的にツタなどの伐採をお願いしたい。 

●南公⺠館を中心とした美化活動（公衛協）は定着してきているが、それが各町内会へ波及していな
い事へのもどかしさを感じている。 

●公園の維持管理について環境課は規制オンリーの様子が強く、自分たちで公園内の除草等の美化へ
の取り組みは見られず、トータル管理が望まれる。 

●府中町内には府中大川をはじめとして流入する中小の河川がありますが、現状では町⺠がごく一部
（みくまり峡）を除き、立ち入れない状況にある。環境美化保全の意味からも、関連団体を含め町
⺠を巻き込んだ（⽼若男女）美化活動が年に 1〜2 回あってもいいのでは。 
危険のないように満潮時を避けたり、河川の流域をブロック別にしたり、ある程度の専門知識のあ
る人を委員として配置し取り組んでみては如何でしょうか。ポイ捨て・空き缶・ゴミキャンペーン
もありますが、年に 1 度は地域の川に入っての清掃活動も如何でしょうか。 
また実績のある優良団体は広報でも周知し、活動を支援してはどうでしょうか？ 

●今後、若い世代（これからの世代）に環境問題について意識を高めるためにリサイクルやごみ焼却
場への協力につながるようなワークショップイベントなどが企画されるといいのではないか。 
プロギング（走りながらゴミ拾い）、ゴミ拾い甲子園など参考になる事例を自治体でも・・・ 

●街路樹の秋時期の剪定があまりにも早すぎる。30 度を軽く超えているのに、剪定している。 
接続している広島市側は涼しくなって剪定している。何度も提案している。 

●公園や歩道の植木・樹木のカットが一律にカベのようになっており、植樹によって公園の面積（使
用できる）が減ってきている。木を切って、公園の面積を広くしてほしい。 
南小前の歩道、空城山公園に向かう歩道は植樹カットでカベのようになっており、人間と自転車が
すれ違う時など、よける所がない。カベになるような植樹はやめていただきたい、キケンです。 
公園では外から中が全く見えず犯罪の温床となる恐れあり。すき間のある植樹カットが自然です。 
学校も公園も垣根の代わりに植樹しているから、外へ枝葉が落ちて迷惑がかかっている。植樹は塀
に沿って植えないように。10 年後、20 年後を考えて位置を決めてほしい。公園では植樹の内側に
さらに植樹をしている所もあり、山や畑じゃないんだから、地面が広く使えるように考えてほし
い。 
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資料５ 用語の解説 
 

英数字・記号 
・３Ｒ 

３Ｒとは、廃棄物の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用・再資源化（Recycle）の 3
つの頭文字 R の総称を指します。 

・ＣＳＲ活動 

CSR 活動とは、企業が行う組織活動の社会的責任を指します。 
・ＥＳＣＯ事業 

ESCO 事業とは、⺠間事業者の資金やノウハウを活用して、照明や空調などの設備を省エネ設備に
改修し、削減した光熱水費で工事費や維持管理費等の経費を賄う事業を指します。 

・ＥＳＧ投資 

ESG 投資とは、投資家が企業の株式などに投資する際、投資先の ESG の取り組みをしっかり評価
して投資対象を選別、あるいは、ESG 課題への継続的な配慮を促す投資のことを指します。ESG と
は、環境（Environmental）、社会(Social)、ガバナンスの（Governance）の頭文字を指します。 

・ＦＩＴ制度 

FIT 制度とは、固定価格買取制度とも呼ばれ、太陽光などの再生可能エネルギーで発電した電気を
一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度を指します。 

・ＩＣＴ 

ICT とは、情報処理技術や通信技術を組み合わせた技術の総称を指します。 
・ＱｏＬ 

QoL（Quakity Of Life）とは、人々の生活の質を表し、その人の生活や人生の豊かさを示す際の指
標となる概念です。 

ア行 
・エコキュート 

エコキュートとは、正式名称は「自然冷媒ヒートポンプ」であり、ヒートポンプ技術によって空気
の熱を利用し、お湯を沸かす家庭用給湯システムを指します。 

・エコツーリズム 

エコツーリズムとは、自然・歴史・文化など地域固有の資源を保護しながら、これらを体験し学ぶ
ことを指します。 

・エネファーム 

エネファームとはガスを使って発電する家庭用燃料電池を指します。 
・エネルギー管理システム 

エネルギー管理システムとは、エネルギーマネジメントシステム（EMS）とも呼ばれ、センサーな
どを用いて電気などのエネルギー消費量を計測し、分析して最適なエネルギー使用方法を提案する
ためのシステムを指します。 

・エネルギーの地産地消 

電力などのエネルギーを地域で創り、地域内で消費しようとする取り組みを指します。 

カ行 
・カーボンオフセット 

カーボンオフセットとは、日常生活や経済活動の中で排出される温室効果ガスを、温室効果ガスの
排出削減や吸収量の増加につながる活動に投資することで、排出量に見合った分だけ温室効果ガス
を埋め合わせる活動を指します。 
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・グリーンボンド 

グリーンボンドとは、政府や企業などが発行する債券を指します。 
発行した債券を投資家が購入することで、環境保全に関する活動資金を援助する仕組みで、投資家
のイメージアップとともに債券であることから株式よりも低リスクであるとされています。 

・公共下水道人口普及率 

公共下水道人口普及率とは、府中町の人口のうち、下水道を利用できる（下水道整備済地域に住ん
でいる）人口の割合を指します。 

・国連気候変動枠組条約締結国会議 

国連気候変動枠組条約締結国会議とは、1992 年に開催された「地球サミット」で採択された「地
球上の気候変動に関する枠組み条約」を実施するための国際会議を指します。 

サ行 
・最終処分量 

最終処分量とは、焼却処理による燃え残りや不燃物、がれき類など、最終的に埋め立て処理される
ごみ量を指します。 

・雑がみ 

雑がみとは、紙製の箱や封筒、ポスター、包装紙などの資源化できる紙類を指します。 
府中町では、平成 30 年 4 月から、雑がみの収集を行い、資源化の促進に努めています。 

・サプライチェーン 

サプライチェーンとは、製品やサービスが消費者に提供されるための過程を指します。 
・資源回収拠点 

資源回収拠点とは、公共施設や小売店舗などに資源回収ボックスが設置された拠点を指します。 
・集団回収 

集団回収とは、町内会などの地域団体が中心となって、新聞・雑誌、ダンボール、ビン・缶などの
資源物を集め、⺠間の回収業者に引き渡してリサイクルすることを指します。 

・スマート・ムーブ 

スマート・ムーブとは、日常生活においてマイカーを中心としている移動手段を見直し、環境負荷
の少ない移動手段を積極的に活用することで、CO2 排出量を減らす地球温暖化対策の取り組みを指
します。 

・スマート・モビリティ 

スマート・モビリティとは、ＩoＴや自動運技術などを活用しながら、より安全・便利に移動する
考え方の総称です。 

タ行 
・デマンド監視制御装置 

デマンド監視制御装置とは、建物の電力使用状況（最大需要電力や使用電力量）を常時監視する装
置を指します。 

・電力排出係数 

電力排出係数とは、電気事業者が販売した電力を発電するためにどれだけの二酸化炭素を排出した
かをあらわす数値を指します。火力発電などといった化石燃料由来の電気と太陽光発電などの自然
由来の電気では電力排出係数が大きく異なり、後者の数値が前者の数値と比べ、非常に小さくなり
ます。 

・特定外来生物 

特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産物
へ被害を及ぼすもの、または、及ぼすおそれがあるものの中から指定された種を指します。 
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ハ行 
・飛灰 

飛灰とは、ごみなどを焼却処分した際に発生する灰のうち、排ガス出口の集塵装置で集めたばい塵
と、ボイラーなどに付いて払い落とされたばい塵の総称を指します。 

・フードバンク 

フードバンクとは、企業や家庭において、まだ賞味期限はあるけれど、様々な理由により捨ててし
まう食べ物を寄付していただき、それらを福祉施設等へ無償で提供する活動、あるいはその活動を
行う団体を指します。 

マ行 
・緑のカーテン 

緑のカーテンとは、アサガオやヘチマなどのツル性の植物をカーテン状に育てたものを指します。 
緑のカーテンにより、建物の壁面や窓等を覆い、強い夏場の日差しを和らげることで、室温の上昇
抑制を図り、冷房の使用を控える省エネルギー対策の一つです。 

ヤ行 
・有価物 

有価物とは、自身にとって不要であるが、その物自体の価値は残っている物を指します。 
鉄・アルミ・古紙類など、他人に有償で売却できるものや、ごみとして排出された場合はリサイク
ルし、再生利用されることが多い。 

・有害鳥獣 

有害鳥獣とは、農業や林業などの生産物を食い荒らしたり、あぜを壊すなど農業や林業に悪影響を
及ぼす鳥獣のことを指します。当町では、イノシシやシカ、カラス、サル、イタチ、タヌキ、アナ
グマ、ヌートリアを有害鳥獣の被害防止の対象として定めています。 

・ユニバーサルデザイン 

ユニバーサルデザインとは、性別、年齢、国籍に関わらず、すべての人々が使いやすく、安全に利
用できる環境を創造するためのデザインを指します。 

・要請限度 

要請限度とは、騒音規制法や振動規制法に基づき定める、道路交通騒音や道路交通振動の基準値を
指します。 

ラ行 
・リサイクル率 

リサイクル率とは、１年間のごみの総排出量に対する、リサイクルした量（総資源化量）の割合を
指します。 

・緑地率 

緑地率とは、区域面積に対する緑地面積の割合を指します。市街地における緑地率は、市街地面積
と市市街地内の緑地面積の割合となります。 
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